
 

令和７年４月 
京都市子ども若者はぐくみ局  

 

入 院 助 産 制 度 の あ ら ま し  
 
◆  助産 施設と は  

助 産 施設 とは、経 済 的な理由 で病院 や助 産所に入 院し て 出産 するこ と ができ な

い 妊産 婦 のため に、児童福祉 法第３ ６条 により安 全な出 産を 図る 施設（病 院・助

産 所） で す。  
  

◆  施設 を利用 で き る方  

 ①  生 活保護 を 受 けている 世帯  
 ②  当該年度分（４月～６月出産の方は前年度分）の市民税が非課税の世帯 
 ③  当 該年度 分（ ４ ～６月 出産予 定の 場合は前 年度分 ）の 市民税の 均 等割 のみ 課

税の世 帯  
 ④  当 該年度 分（ ４ ～６月 出産予 定の 場合は前 年度分 ）の 市民税の 所 得割 の額 が

１９ ， ０ ００円 以下 で、市長 が特に 必要 と認めた 世帯  
 

※  た だ し、③、④ について は、健康 保 険（国民健 康 保険 を 含む）から 給付 を

受け る こ とが で きる 額（出産育児 一時金 ）が４８．８万 円（ 産科医 療 補償制

度に よ り 加算 さ れる 額（１．２万 円）を 除いた額）以上 の 方 は、利 用で きま

せん 。  
 
◆  利用 料金（ 本 人 負担額）            Ａ …出 産 育児一 時金 （ ※）  

 区 分                 基 本 額         （円） 加 算 額         （円） 合 計（円） 

上記①に該当する方 ０ ０ ０

上記②に該当する方 ２，２００ Ａ×０．２ ９９，８００

上記③に該当する方 ４，５００ Ａ×０．３ １５０，９００

上記④に該当する方 
（所得割額が９，０００円以下）６，６００

Ａ×０．５
２５０，６００

 （所得割額が１９，０００円以下）９，０００ ２５３，３００

 ※  ４ ８８，０ ０ ０ 円（産科 医療補 償 制度によ り加算 され る額（１．２万 円 ）を    

除 い た額 ）  
 ※  ② につい て は 、単身世 帯やひ とり 親世帯、障害者 世 帯 などに該 当 する 場合 、

基本額 が 免除さ れ、 利用料金 は９７ ，６ ００円と なりま す。  
 

＊  京 都 市国民 健康 保険の被 保険者 の方 は、国民 健康保 険か ら 受け取 る出 産 育

児 一 時金 から利 用料 金を差し 引いて 、直 接納付す るこ と がで きます 。 詳しく

は 区 役所 ・支所 の保 健福祉セ ンター 子ど もはぐく み室 （ 子育 て推進 担 当）で

お 尋 ねく ださい 。  

＊  利 用 料金を 納入 通知書に より納 付す る場合は 、退院 日以 降 に納入 通知 書 を

送 付 しま すので 、お 近くの金 融機関 で納 付してく ださ い 。  

＊  対 象 は、出 産の ために入 院から 退院 までの間 に入院 助産 を 受ける 費用 で 、

入 院 前・ 退院後 の費 用や交通 費は含 みま せん。  

＊  こ の 他に病 院に よりおむ つ代な どの 実費を請 求され る場 合 があり ます 。  

＊  多 胎 出産の 場合 、上記加 算額に 出生 児数－１ を乗じ た額 が 利用料 金に 加 算

さ れ ます 。  
 

◆  手続 

  助産 施設を 利 用 される方 は、世 帯の 課税状況 を把握 した うえで、お 住ま いの 区

の区役所・支 所の保 健福祉セ ンター 子ど もはぐく み室（ 子育 て推進 担 当 ）へ、次

の書類を 添 え て 事 前 に お申し 込みく ださ い。  



   

 
 必 要 書 類  
 
 ①  児童福祉施設入所申込書 
   ＊用紙は区役所・支所の保健福祉センター子どもはぐくみ室にあります。 
 ②  健 康 保 険 の 資 格 情 報 が わ か る も の （ マ イ ナ ポ ー タ ル の 資 格 情 報 画 面 、「 資 格

情報の お 知らせ 」、資格確認 書、健康保 険被保険 者証（令和 ７ 年１２ 月１ 日 ま

でに限 る ）など ）  
 ③  印鑑 
 ④  入院 予 約 票 な ど助産施 設で出 産を 予約して いる証 明書  
 ⑤  母子 健 康 手 帳 （写）な ど出産 予定 日を証明 する書 類  
 ⑥  個人 番 号 確 認 書類及び 本人確 認書 類  
 ⑦  障害 者 手 帳 等 の写し（ 世帯に 障害 を有する 者がい る場 合 のみ）  
 
◆  入所 の決定  

  必要 な審査 を 行 ったうえ 、入所 の承 諾・却下 を決定 し通 知しま す 。  
  なお 、入 所の承 諾後に世 帯状況 の変 更、住所変更、健康 保険への 加 入・変 更・

脱退、多 胎 出産、出 産予定施 設（病院 ）の変更等 により、申 込内容 に 変更が 生 じ

た場合に は 、決定の 変更を行 う場合 があ りますの で速や かに お申し 出 くださ い 。 
  また 、入所 が 適 当と認め られな くな った場合 は承諾 を解 除しま す 。  
 
◆  京都 市内の 助 産 施設一覧 表   

                     

 

施 設 名 所 在 地 定員 電 話 番 号 

京 都 第 二 赤 十 字 病 院 上京区釜座通丸太町上る春帯町３５５－５  ２ ２３１－５１７１ 

京都府立医科大学附属病院 上京区河原町通広小路上る梶井町４６５  ２ ２５１－５１１１ 

日 本 バ プ テ ス ト 病 院 左京区北白川山ノ元町４７ ２ ７８１－５１９１ 

京 都 市 立 病 院 中京区壬生東高田町１の２ ２ ３１１－５３１１ 

京 都 第 一 赤 十 字 病 院 東山区本町十五丁目７４９ ４ ５６１－１１２１ 

洛 和 会 音 羽 病 院 山科区音羽珍事町２ ３ ５９３―４１１１ 

今 井 会 第 二 足 立 病 院 南区四ツ塚町１ １ ６８１－７３１６ 

京 都 民 医 連 中 央 病 院  右京区太秦土本町２番１ ５ ８６１－２２２０ 

京 都 桂 病 院 西京区山田平尾町１７ ２ ３９１－５８１１ 

独立行政法人国立病院機構 
京 都 医 療 セ ン タ ー 

伏見区深草向畑町１－１ ※ ６４１－９１６１ 

医 仁 会 武 田 総 合 病 院 伏見区石田森南町２８の１ ３ ５７２－６３３１ 

  ※  空 き 状 況 に よ る た め 、 詳 し く は 助 産 施 設 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  
 

◆  京都 市外の 助 産 施設への 入所  

  京都 市外の 助 産 施設に入 所する こと もできま すが、区 役 所・支所の保 健 福祉 セ

ン ター 子 どもは ぐく み室（ 子育て 推進担 当）担 当者と 相談し て 、入 院助産 を 受け

よ うと す る病院 が助 産施設の 認可を 受け ているか どうか を確 認 したう えで 、ベ ッ

ド 予約 な どの手 続を 行ってく ださい 。  

発行課：京都市子ども若者はぐくみ局  

子ども若者未来部子ども家庭支援課  


